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　職場を通じてNISAを利用した資産形成ができるよう事業主等
が、利用者（役員、従業員）を支援する福利厚生の制度。利用者は、
事業主等が契約したNISA取扱業者が選定する金融商品から選択
して投資します。原則、給与天引きですが、口座引き落としによ
る購入もできます。

職場積立NISA

12月の税務と労務12月（師走）DECEMBER
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国　税／ 給与所得者の年末調整 
 今年最後の給与を支払う時

国　税／ 給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書及び保険料
控除申告書の提出 

 今年最後の給与を支払う前日
国　税／ 11月分源泉所得税の納付 

 12月10日
国　税／ 10月決算法人の確定申告 

（法人税・消費税等） 1月4日

国　税／ 4月決算法人の中間申告 
 1月4日

国　税／ 1月、4月、7月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 1月4日

地方税／ 固定資産税・都市計画税（第
3期分）の納付 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

紅葉



12月号 ─ 2

　

平
成
三
十
年
二
月
に
、
在
宅
ワ
ー

ク
の
実
態
等
を
踏
ま
え
、従
来
の「
在

宅
ワ
ー
ク
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
、「
自
営
型
テ

レ
ワ
ー
ク
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
し
て
改
定
さ
れ

ま
し
た
（
厚
生
労
働
省
）。

　

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
自
営
型

テ
レ
ワ
ー
ク
の
契
約
に
係
る
紛
争
を

未
然
に
防
止
し
、
か
つ
、
自
営
型
テ

レ
ワ
ー
ク
を
良
好
な
就
業
形
態
と
す

る
た
め
に
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
注
文
を

す
る
企
業
等
に
お
い
て
は
、
募
集
時

や
契
約
条
件
を
明
示
す
る
際
に
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
定
め
ら
れ
た
内
容
を

守
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
　
定
義

　

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク
は
、
委
託
を

受
け
て
行
う
就
労
で
あ
っ
て
、
基
本

的
に
労
働
関
係
法
令
（
労
働
基
準
法

な
ど
）
が
適
用
さ
れ
な
い
働
き
方
を

い
い
、
職
種
の
例
と
し
て
、
文
書
や

デ
ー
タ
の
入
力
、
設
計
・
製
図
、
デ

ザ
イ
ン
、
画
像
加
工
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
、
翻
訳
、
音
声
起
こ
し
等
が
あ

り
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
で
掲
げ
ら
れ
た

用
語
は
、
次
の
定
義
づ
け
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

①　

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク

　

注
文
者
か
ら
委
託
を
受
け
、
情
報

通
信
機
器
を
活
用
し
て
主
と
し
て
自

宅
ま
た
は
自
宅
に
準
じ
た
自
ら
選
択

し
た
場
所
に
お
い
て
、
成
果
物
の
作

成
ま
た
は
役
務
の
提
供
を
行
う
就
労

を
い
う
（
法
人
形
態
に
よ
り
行
っ
て

い
る
場
合
や
他
人
を
使
用
し
て
い
る

場
合
等
を
除
く
。）。

②　

注
文
者

　

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク
の
仕
事
を
自

営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
直
接
注
文
し
、

ま
た
は
し
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。

③　

仲
介
事
業
者

　

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

・　

他
者
か
ら
業
務
の
委
託
を
受
け
、

当
該
業
務
に
関
す
る
仕
事
を
自
営

型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
注
文
す
る
行

為
を
業
と
し
て
行
う
者

・　

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
と
注
文

者
と
の
間
で
、
自
営
型
テ
レ
ワ
ー

ク
の
仕
事
の
あ
っ
せ
ん
を
業
と
し

て
行
う
者

・　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
注

文
者
と
受
注
者
が
直
接
仕
事
の
受

発
注
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
サ
ー

ビ
ス
（
い
わ
ゆ
る
「
ク
ラ
ウ
ド
ソ

ー
シ
ン
グ
」
）
を
業
と
し
て
運
営

し
て
い
る
者

二
　
関
係
者
が
守
る
べ
き
事
項

㈠
　
募
集
内
容
の
明
示

　

注
文
者
ま
た
は
仲
介
事
業
者
は
、

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク
の
仕
事
を
募
集

す
る
際
に
は
、
次
の
①
か
ら
⑥
ま
で

の
募
集
内
容
を
文
書
、
電
子
メ
ー
ル

ま
た
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
等
で
明
示

す
る
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
当
該
応

募
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
平
易
な
表
現
を
用
い
る

等
そ
の
的
確
な
表
示
に
努
め
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
募

集
段
階
で
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
に
伴
っ
て
新
た

に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

①　

注
文
す
る
仕
事
の
内
容
（
業
務

の
遂
行
に
必
要
な
技
術
・
経
験
や
、

業
務
遂
行
に
必
要
な
所
要
時
間
の

目
安
等
を
示
す
こ
と
が
望
ま
し
い
）

②　

成
果
物
の
納
期
予
定
日
（
役
務

の
提
供
で
あ
る
場
合
は
、
役
務
が

提
供
さ
れ
る
予
定
期
日
ま
た
は
予

定
期
間
）

③　

報
酬
予
定
額
、
報
酬
の
支
払
期

日
お
よ
び
支
払
方
法

④　

注
文
す
る
仕
事
に
係
る
諸
経
費

の
取
扱
い

⑤　

提
案
や
企
画
、
作
品
等
（「
提
案

等
」
と
い
う
。）
に
係
る
知
的
財

産
権
の
取
扱
い

⑥　

募
集
内
容
に
関
す
る
問
合
せ
先

㈡
　
契
約
条
件
の
文
書
明
示
・
保
存

　

注
文
者
が
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー

と
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
協
議

の
上
で
、
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に

対
し
て
、
次
の
①
か
ら
⑫
ま
で
の
事

項
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
交
付

（
電
子
メ
ー
ル
ま
た
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
上
※
の
明
示
で
も
よ
い
）し
ま
す
。

※　

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
明
示
は
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
に
よ
り
可
能

と
な
り
ま
し
た
。

①　

注
文
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
、

所
在
地
お
よ
び
連
絡
先

②　

注
文
年
月
日

③　

注
文
し
た
仕
事
の
内
容

④　

報
酬
額
、
報
酬
の
支
払
期
日
お

よ
び
支
払
方
法

⑤　

注
文
し
た
仕
事
に
係
る
諸
経
費

の
取
扱
い

⑥　

成
果
物
の
納
期
（
役
務
の
提
供

自
営
型

　テ
レ
ワ
ー
ク
の

　
　
　適
正
な
実
施
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で
あ
る
場
合
は
、
役
務
が
提
供
さ

れ
る
期
日
ま
た
は
期
間
）

⑦　

成
果
物
の
納
品
先
お
よ
び
納
品

方
法

⑧　

成
果
物
の
内
容
に
つ
い
て
検
査

を
す
る
場
合
は
、
そ
の
検
査
を
完

了
す
る
期
日

⑨　

契
約
条
件
を
変
更
す
る
場
合
の

取
扱
い

⑩　

成
果
物
に
瑕
疵
が
あ
る
等
不
完

全
で
あ
っ
た
場
合
や
そ
の
納
入
等

が
遅
れ
た
場
合
等
の
取
扱
い
（
補

修
が
求
め
ら
れ
る
場
合
の
取
扱
い

等
）

⑪　

成
果
物
に
係
る
知
的
財
産
権
の

取
扱
い

⑫　

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
が
業
務

上
知
り
得
た
個
人
情
報
お
よ
び
注

文
者
等
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い

　

な
お
、
注
文
者
は
、
自
営
型
テ
レ

ワ
ー
カ
ー
と
の
契
約
条
件
を
め
ぐ
る

紛
争
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の

契
約
条
件
を
記
載
し
た
文
書
ま
た
は

電
子
メ
ー
ル
等
を
三
年
間
保
存
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

㈢
　
契
約
条
件
の
適
正
化

　

契
約
条
件
の
適
正
化
の
た
め
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
注
意

を
要
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
ま
す
。

①　

契
約
条
件
明
示
の
留
意
事
項

イ　

注
文
者
の
氏
名
等

　
　

注
文
者
が
特
定
で
き
、
確
実
に

連
絡
が
取
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

報
酬
額

　
　

同
一
ま
た
は
類
似
の
仕
事
を
す

る
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
の
報
酬
、

仕
事
の
難
易
度
、
納
期
の
長
短
、

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
の
能
力
等

を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
営

型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
の
適
正
な
利
益

の
確
保
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
決

定
す
る
こ
と
。

ハ　

支
払
期
日

　
　

注
文
者
が
成
果
物
に
つ
い
て
の

検
査
を
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、

成
果
物
を
受
け
取
っ
た
日
又
は
役

務
の
提
供
を
受
け
た
日
か
ら
起
算

し
て
三
十
日
以
内
と
し
、
長
く
て

も
六
十
日
以
内
と
す
る
こ
と
。

ニ　

納
期

　
　

作
業
時
間
が
長
時
間
に
お
よ
び

健
康
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
設
定
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
通

常
の
労
働
者
の
一
日
の
所
定
労
働

時
間
の
上
限
（
八
時
間
）
も
作
業

時
間
の
上
限
の
目
安
と
す
る
こ
と
。

ホ　

知
的
財
産
権

　
　

注
文
者
へ
譲
渡
等
さ
せ
る
場
合
、

対
価
等
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し

て
お
く
こ
と
。
注
文
者
で
あ
る
仲

介
事
業
者
は
、
発
注
者
に
譲
渡
等

を
さ
せ
る
場
合
、
そ
の
旨
も
明
確

に
す
る
こ
と
。

②　

契
約
の
変
更

　

契
約
変
更
時
に
は
次
の
対
応
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

イ　

十
分
協
議
の
上
、
文
書
等
を
交

付
す
る
こ
と
。

ロ　

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
不
利

益
が
生
ず
る
よ
う
な
変
更
を
強
要

し
な
い
こ
と
。

ハ　

仲
介
事
業
者
は
、
発
注
者
が
契

約
条
件
を
変
更
す
る
場
合
、
自
営

型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
不
利
益
が
生

じ
な
い
よ
う
発
注
者
と
協
議
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。

③　

契
約
の
解
除　

イ　

注
文
者
は
、
民
法
の
規
定
に
基

づ
き
、
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
が

契
約
に
違
反
し
、
又
は
責
め
に
帰

す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
を
履
行

し
な
い
場
合
に
自
営
型
テ
レ
ワ
ー

カ
ー
の
同
意
を
得
ず
に
契
約
を
解

除
で
き
る
こ
と
。

ロ　

イ
の
よ
う
な
契
約
違
反
等
が
な

い
場
合
に
、
注
文
者
が
任
意
で
契

約
を
解
除
す
る
場
合
は
、
注
文
者

は
、
契
約
解
除
に
よ
り
自
営
型
テ

レ
ワ
ー
カ
ー
に
生
じ
た
損
害
の
賠

償
が
必
要
と
な
る
こ
と
。

④　

注
文
の
打
ち
切
り
の
事
前
予
告

　

同
じ
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
、

継
続
的
（
例
え
ば
、
六
月
を
超
え
て

毎
月
一
回
以
上
継
続
的
な
取
引
関
係

に
あ
る
）
な
注
文
を
し
て
い
る
注
文

者
は
、
注
文
を
打
ち
切
ろ
う
と
す
る

と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
お
よ

び
そ
の
理
由
を
予
告
す
る
こ
と
。

㈣
　
そ
の
他

①　

健
康
確
保
措
置

　

Ｖ
Ｄ
Ｔ
作
業
（
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
、

キ
ー
ボ
ー
ド
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

機
器
を
使
用
し
て
デ
ー
タ
の
入
力
、

文
章
・
画
像
等
の
作
成
・
編
集
等
、

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
監
視
等
を
行
う

作
業
）
の
適
正
な
実
施
方
法
、
腰
痛

防
止
策
等
の
健
康
を
確
保
す
る
た
め

の
手
法
に
つ
い
て
、
注
文
者
が
自
営

型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
情
報
提
供
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②　

能
力
開
発
支
援

　

注
文
者
は
、
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ

ー
が
能
力
の
開
発
お
よ
び
向
上
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
業
務
の

遂
行
に
必
要
な
技
能
、
こ
れ
に
関
す

る
知
識
の
内
容
お
よ
び
程
度
そ
の
他

の
事
項
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
、

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
の
能
力
開
発

を
支
援
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
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　平成30年10月１日以降、健康保険の被
扶養者を追加（「健康保険　被扶養者（異動）
届」を日本年金機構に提出）する際の取り
扱いが改められました。
　原則として公的証明書等の添付を求める
こととしたものです。
※　本文では協会けんぽの取り扱いについ

て記載しています。健康保険組合の適用
事業所においては、各健康保険組合にご
確認ください。

①　被保険者と被扶養者が「同居」の場合
〈続柄の確認〉
　次のいずれかを添付します。
ａ　戸籍謄本または戸籍抄本
ｂ　住民票（被保険者と被扶養者が同居し、

被保険者が世帯主である場合に限る。）
　ただし、次のいずれにも該当するときは
添付を省略することができます。
・　被保険者と被扶養者のマイナンバーが

届書に記載されている。
・　前記ａｂにより、被扶養者の続柄が届

書の記載と相違ないことを確認した旨
を、事業主が届書に記載している。

〈収入の確認〉
　年間収入が130万円（60歳以上または
一定の障害者は、180万円）未満であるこ
とを確認できる課税証明書等を添付します。
　ただし、次のいずれかに該当するときは
添付を省略することができます。
・　所得税法上の控除対象の配偶者または

扶養親族であることを確認した旨を、事
業主が届書に記載しているとき。

・16歳未満のとき。
②　「別居」の場合
　前記①に加え、仕送りの事実と仕送額が
確認できる書類を求められます。
・振込の場合 … 預金通帳等の写し
・送金の場合 … 現金書留の控え（写し）
　ただし、扶養認定を受ける者が16歳未満、
または、16歳以上の学生のときは省略を
することができます。

被扶養者認定事務の変更（健康保険）

　平成30年５月より、個人型確定拠出年
金（iDeCo）に加入している者については、
中小事業主が掛金を上乗せ（追加）して拠
出することが可能になりました（「中小事
業主掛金納付制度」といいます）。
　中小事業主掛金の額は、加入者掛金と合
計して、月額5,000円以上23,000円以下
となるよう1,000円単位で決定します。
　次の要件を満たす事業主が対象です。
・従業員（使用する第１号厚生年金被保険

者）が100名以下である。
・企業型確定拠出年金、確定給付企業年

金、厚生年金基金のいずれも実施してい
ない。

・従業員の過半数で組織する労働組合又
は、従業員の過半数を代表する従業員
に、中小事業主掛金を実施することにつ
いて同意を得る（労使合意をする）。

　制度概要や手続きについては、インター
ネット上の「iDeCo公式サイト」において
確認をすることができます。

確定拠出年金の掛金の上乗せ拠出　
平
成
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